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 はじめに 

旧優生保護法は昭和 23 年 6 月に議員立法により制定され、同年 9 月 11 日に施行された。

同法に基づき、優生手術に関する規定が削除される平成 8 年 9 月 25 日までの間、不良な子

孫の出生を防止することを目的として、約 2 万 5 千件の優生手術（不妊手術）が行われて

きた。 
平成 31 年 4 月に議員立法により「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する

一時金の支給等に関する法律」が制定され、優生手術等を受けた方々に対しては、同法に

基づき一時金が支給されている。同法の前文に規定されているように、旧優生保護法に基

づき、あるいは旧優生保護法の存在を背景として、多くの方々が特定の疾病や障害を有す

ること等を理由に、生殖を不能にする手術等を受けることを強いられ、心身に多大な苦痛

を受けてきたことに対して、我々は、真摯に反省し、心から深くおわびするものである。 

同法第 21 条には、「国は、特定の疾病や障害を有すること等を理由として生殖を不能に

する手術又は放射線の照射を受けることを強いられるような事態を二度と繰り返すことの

ないよう、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と

個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資する観点から、旧優生保護法に基づく優

生手術等に関する調査その他の措置を講ずるものとする。」とある。 
旧優生保護法が議員立法により制定された法律であること等を踏まえ、この規定に基づ

く調査を衆議院及び参議院共同で行い、今般、報告書として取りまとめた。本報告書が、

全ての国民が共生する社会の実現の一助となることを願うものである。 
 
（報告書作成に至る経過） 

第 198 回国会（常会）の平成 31 年 4 月 11 日、衆議院厚生労働委員会提出の「旧優生保

護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案」は、衆議院

本会議において全会一致で可決、同月 24 日の参議院本会議において全会一致で可決、成立

した。 
その後、衆議院及び参議院それぞれの厚生労働委員会理事会で、「旧優生保護法に基づく

優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」第 21 条に基づく調査の実施

について協議を行った結果、第 201 回国会（常会）の会期終了日である令和 2 年 6 月 17 日、

当時の盛山正仁衆議院厚生労働委員長及びそのだ修光参議院厚生労働委員長より、両院の

厚生労働委員会理事会でまとめた下記の「旧優生保護法一時金支給法第 21 条に基づく調査

について」に基づき、衆議院調査局厚生労働調査室及び参議院厚生労働委員会調査室に報

告書原案の作成を命じた。また、両院委員長から国立国会図書館調査及び立法考査局社会

労働調査室に調査への協力を依頼した。 
  



 

  



 

これまでの間、衆議院解散・総選挙、参議院通常選挙をはさみながらも、衆議院は、と

かしきなおみ委員長、橋本岳委員長の下、また、参議院は、小川克巳委員長の下でも、調

査を継続してきた。 
衆議院調査局厚生労働調査室、参議院厚生労働委員会調査室及び国立国会図書館調査及

び立法考査局社会労働調査室課においては、それぞれ分担しつつも互いに連携・協力しな

がら調査が進められ、第 211 回国会（常会）の令和 5 年 6 月 12 日、報告書原案が、衆議院

厚生労働委員長及び参議院厚生労働委員長に提出された。 
衆議院及び参議院の厚生労働委員会理事会において、それぞれ協議が行われた結果、提

出された報告書原案を「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支

給等に関する法律第 21 条に基づく調査報告書」とすることとし、これを細田博之衆議院議

長及び尾 秀久参議院議長に報告するとともに、公表することとした。 
 

（本報告書の構成） 

本報告書は 3 編構成としており、第 1 編は「旧優生保護法の立法過程」、第 2 編は「優生

手術の実施状況等」、第 3 編は「諸外国における優生学・優生運動の歴史と断種等施策」と

している。 
まず、第 1 編の「旧優生保護法の立法過程」は参議院厚生労働委員会調査室が中心とな

り原案を作成したもので、その主な内容は、戦前における国民優生法の制定過程、昭和 23
年の旧優生保護法の制定過程、昭和 24 年から昭和 30 年にかけての旧優生保護法の改正過

程、昭和 30 年代から平成 7 年にかけての旧優生保護法の改正等の動き、平成 8 年の旧優生

保護法の改正過程、平成 31 年の旧優生保護法一時金支給法の制定過程に加え、過去の教科

書における旧優生保護法等に関する記述についての調査となっている。 

次に、第 2 編の「優生手術の実施状況等」は衆議院調査局厚生労働調査室が中心となり

原案を作成したもので、その主な内容は、旧優生保護法に基づく優生手術の概要、優生手

術の実施件数の推移等のほか、手術の実施状況等を明らかにするために実施した様々な調

査、具体的には、①国の機関の保有資料の調査、②地方自治体に対する調査、③医療機関、

福祉施設に対する調査、④障害者関連団体に対する調査、⑤優生手術を受けた当時者等に

対する調査、⑥旧優生保護法一時金支給請求書等の調査の内容及び結果に加え、障害者関

連団体、医学関連団体の公表資料となっている。 
次に、第 3 編の「諸外国における優生学・優生運動の歴史と断種等施策」は国立国会図

書館調査及び立法考査局社会労働調査室課が中心となり原案を作成したもので、その主な

内容は、優生学・優生運動の歴史と概要、各国・各地域の優生施策の歴史・制度となって

いる。優生学は、当初から科学であると同時に社会的な運動でもあり、国民集団を形成し

ようという動きとして、国際的にも広く共有された歴史がある。アメリカ、ドイツ、スウ

ェーデンは、断種法が制定され、後に断種施策の被害者への補償を行った国として、また、

イギリスは、代表的な優生学者が存在し、優生学発祥の地とされ、施設への隔離政策が採

用された一方で、断種の法制化には至らなかった国として、重点を置いて調査を実施した。 
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